
パートナーシップ構築宣言の登録フローチャート

〇宣言の登録はポータルサイト上で行います。ポータルサイトからひな形をダウンロードして宣言文を作成、
PDF形式でポータルサイト上にアップロードし、必須項目を入力して登録します。

〇登録後、３日程度でポータルサイト上に宣言文が公表されます。（宣言文に不備がある場合は事務局から連絡があります。）

①ページ上部のメニューから「登録」をクリック

①

②ひな形をダウンロードし、宣言文を作成
（宣言文の作成は次ページをご参考ください）

③企業名や業種等、必須項目を入力

・・・

②

③④作成した宣言文をPDF化し、アップロード

⑤入力内容の確認→「登録する」をクリックして登録完了

④

⑤



宣言文の作成方法

具体的な取組内容を記載
積極的に取り組む内容は
１項目でOK
（次ページに宣言例を紹介）

型を活用した取引がない
場合は、この項目は削除
番号を繰り上げて、
「②手形などの～」とする

任意記載なので、
なしの場合は空欄でOK

PC等での入力でOK

□ 個別項目は、取引内容を具体的に記入しましたか
□ 「②型管理などのコスト負担」は該当しない場合、削除しましたか
□ 署名と宣言日付は記入しましたか
□ ひな形の「赤文字」は削除しましたか
□ PDFにしましたか

☑ 申請前にチェック

作成の際に削除



個別項目の宣言例

a.企業間の連携（オープンイノベーション、M&A等の事業承継⽀援 等）

〇オープンイノベーションを活用した新規事業創出に取り組む。
〇サプライチェーン全体の情報共有・可視化による業務効率化を行う。

個別項目の宣言例をまとめています。宣言文の作成の際に、ご参考ください

c.専⾨⼈材マッチング

〇取引先からの出向者をチーム化し、ものづくり改革活動の人材育成活動を推進する。
〇取引先や関係する企業間で人材交流を図ることで、専門人材のマッチングを推進する。

b.IT実装⽀援（共通EDIの構築、データの相互利⽤、IT⼈材の育成⽀援、サイバーセキュリティ対策の助
⾔・⽀援等）

〇DX 推進や IoT 実装を地域と連携して助言や支援を進める。
〇取引先とメールでやりとりをしている受発注をシステム化できるよう取り組む。

d.グリーン化の取組（脱・低炭素化技術の共同開発、⽣産⼯程等の脱・低炭素化、グリーン調達 等）

〇取引先の生産工程の低炭素化に向けて技術協力など支援する。
〇環境負荷の少ない商品・サービスや、環境配慮に積極的に取り組んでいる企業から、 優先的に調達を行う。

e.健康経営に関する取組(健康経営に係るノウハウの提供、健康増進施策の共同実施等)
〇企業間で連携して、産業保健活動と企業価値創造、日常生活におけるウェルネス活動の促進に努める。
〇従業員やその家族の健康が社会貢献の礎と考え、従業員が元気で働き続けられる職場づくりに努める。


